
（別紙３－１）

税関様式Ｃ第 5642 号－１ 

整理 No 輸 出 （積 戻 し） 差 止 申 立 書 

（保護対象商品等表示等関係） － 

平成  年  月  日

 税関長 殿 
                     

                    ※ 申立人 【公表】 

                    住所  

 

                    氏名（名称及び代表者の氏名）     印 

                   （署名） 

                   （連絡先） 

                    担当者  

 

                      電話（ＦＡＸ）番号 

 

関税法第６９条の４第１項（同法第７５条において準用する場合を含む。）の規定により、下記の

とおり、輸出（積戻し）差止申立てをします。 

 
記 

 

１．認定手続を執る税関長 【開示】 

（ 函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区 ）  税関長 

 

２．輸出（積戻し）差止申立てに係る保護対象商品等表示等の内容 

※ 保護対象商品等表示

等の種類【公表】 

□ 不正競争防止法第２条第１項第１号に規定する商品等表示（需要者の

間に広く認識されているもの） 

□ 不正競争防止法第２条第１項第２号に規定する商品等表示（著名なも

の） 

□ 不正競争防止法第２条第１項第３号に規定する商品の形態 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 10 号に規定する技術的制限手段 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 11 号に規定する技術的制限手段 

※ 経済産業大臣申立時

意見書の発行年月日及

び番号【開示】 
 

※ 商品等表示等の内容

【公表】 
 

住所 
氏名（名称及び代表者の氏名） 
（電話番号） 

使用を許諾し又は許諾

されている者（申立人を

除く）【開示】 （許諾の範囲） 

 



税関様式Ｃ第 5642 号－２ 

 

３．輸出（積戻し）差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等 【公表】 

※ 品  名  

輸出統計品目番号（９桁）  

 
４．侵害物品と認める理由 【開示】 
※ 
 
 
 
 

５．識別ポイント 【開示の可否：□可、□否】 

※ 

 

 

 

 

６．輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間 【公表】 

※ 平成   年   月   日  から  平成   年   月   日  まで 

 

７．その他参考となるべき事項 

（１）侵害すると認める物品の輸出（積戻し）に関する参考事項 【不開示】 

予想される輸出者 
 
 

住所 
氏名（氏名及び代表者の氏名） 
（電話番号） 

その他特定又は 
想定される事項 
 

仕向人 
仕向国 
その他 

 

（２）訴訟等での争い 【開示】 

  輸出（積戻し）差止申立てに係る保護対象商品等表示等の内容について争いがある 【□有、□無】 

  争いがある場合は、その争いの内容 

 

 
（３）その他の参考事項 【開示の可否：□可、□否】（適宜、参考資料等を添付する。） 

 

 
 



税関様式Ｃ第 5642 号－３ 

 
８．添付資料等 

※ □ 経済産業大臣申立時意見書 【開示】 

  □ 識別ポイントに係る資料 【開示の可否：□可、□否】 

  □ 裁判所の判決書、仮処分決定通知書の写し 【開示】 

  □ 弁護士等が作成した侵害すると認める物品に関する鑑定書 【開示】 

□ その他の資料 【開示の可否：□可、□否】 
   （営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して発した警告書等） 

□ 代理権に関する書類 【開示】 

□ 上記資料等の電磁的記録 

 
（注）１．※の付されている欄は必ず記載し、添付資料等も提出して下さい（経済産業大臣申立時意

見書には、当該意見書を申請した際の資料を添付してください）。 
２．この申立書はできる限り具体的かつ詳細に記載して下さい（記載事項が多い場合は別紙）。 
３．本申立書の各項目の内容は、輸出者等へ参考情報を提供する観点から、次により公表・開
示されます。 

 （１）【公表】項目 
原則として、税関ホームページ等で公表されます。 

 （２）【開示】項目 
    認定手続等において、侵害事実を確認するため、必要に応じ輸出者等に開示すること

があります。 
 （３）【開示の可否】項目 

申立人の意思により取り扱われますので、開示して差し支えない場合には｢可｣に、開
示することに支障のある場合には｢否｣に✔チェックをして下さい。 

４．｢輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間｣は、２年以内の期間
を記載して下さい。 

５．申立人欄には、住所及び氏名を記載の上、押印又は署名のいずれかを選択することができ
ます（法人においては、法人の住所及び名称並びにその代表者の氏名を記載の上、法人又は
代表者の押印若しくは代表者の署名のいずれかを選択）。 

６．本申立てが受理された後、申立ての内容に変更が生じた場合には、その事実を記載した書
面（任意の様式）を遅滞なく申立先税関に提出して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格 A4） 



（別紙３－２） 

税関様式Ｃ第 5662 号 

 
 

整理 No 輸出（積戻し）差止申立更新申請書 
（保護対象商品等表示等関係） 更－    － 

平成  年  月  日

   税関長 殿 
                     
                    ※ 申立人 【公表】 

                    住所  
                    氏名（名称及び代表者の氏名）     印 
                   （署名） 
                   （連絡先） 
                    担当者  

                      電話番号(FAX)番号 
 
平成  年  月  日付で行った輸出（積戻し）差止申立てについて、その更新を申請します。 

 

記 
 

※ 当初申立て年月日【公表】 平成  年 月 日 ※ 当初申立書整理Ｎｏ  

※ 認定手続を執る税関長【開示】 
（函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区）税関

長 

※ 輸出（積戻し）差止申立てが

効力を有する期間として希望す

る期間【公表】 
平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

※ 保護対象商品等表示等の種

類【公表】 

□ 不正競争防止法第２条第１項第１号に規定する商品等表示（需要

者の間に広く認識されているもの） 
□ 不正競争防止法第２条第１項第２号に規定する商品等表示（著名

なもの） 
□ 不正競争防止法第２条第 1 項第３号に規定する商品の形態 
□ 不正競争防止法第２条第１項第 10 号に規定する技術的制限手段 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 11 号に規定する技術的制限手段 

※ 経済産業大臣申立時意見書

の発行年月日及び番号【開示】 
 

※ 商品等表示等の内容【公表】 
 

保
護
対
象
商
品
等
表
示
等
の
内
容 

輸出（積戻し）差止申立て更新

に係る物品の追加情報  
【開示の可否：□可、□否】 

 

※ 委任関係の変更【開示】 □ 有    □ 無 

その他参考になるべき事項 
【開示の可否：□可、□否】 

 

 



税関様式Ｃ第 5662 号（裏面） 

 
 
（注）１．※の付されている欄は必ず記載し、添付資料等も提出して下さい（経済産業大臣申立時意見

書は必ず添付して下さい。）。 
２．本申立更新書の各項目の内容は、輸出者等へ参考情報を提供する観点から、次により公表・開
示されます。 
（１）【公表】項目 

    原則として、税関ホームページ等において公表されます。 
 （２）【開示】項目 
    認定手続等において、侵害事実を確認するため、必要に応じ輸出者等に開示することがあ

ります。 
 （３）【開示の可否】項目 
    申立人の意思により取り扱われますので、開示して差し支えない場合には｢可｣に、開示す

ることに支障のある場合には｢否｣に✔チェックをして下さい。 
３．｢輸出（積戻し）差止申立て更新に係る物品の追加情報｣及び「その他参考となるべき事項」欄
には、当初申立書に記載した事柄以外の事柄があれば記載して下さい。 

４．「委任関係の変更」の欄では、申立人と代理人等の委任関係に変更があった場合には、「有」に
✔チェックをし、変更内容が分かる資料を添付して下さい。 

５．｢輸出（積戻し）差止申立てが効力を有する期間として希望する期間｣は、２年以内の期間を記
載して下さい。 
６．その他参考となる資料等があれば添付して下さい。 

７．申立人欄には、住所及び氏名を記載の上、押印又は署名のいずれかを選択することができます
（法人においては、法人の住所及び名称並びにその代表者の氏名を記載の上、法人又は代表者の
押印若しくは代表者の署名のいずれかを選択）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格 A4） 



（別紙３－３） 

税関様式Ｃ第 5842 号－１ 

整理 No 輸 入 差 止 申 立 書 

（保護対象商品等表示等関係） － 

平成  年  月  日

 税関長 殿 
                     

                    ※ 申立人 【公表】 

                    住所  

 

                    氏名（名称及び代表者の氏名）     印 

                   （署名） 

                   （連絡先） 

                    担当者  

 

                      電話（ＦＡＸ）番号 

 

関税法第６９条の１３第１項の規定により、下記のとおり、輸入差止申立てをします。 

 
記 

 
１．認定手続を執る税関長 【開示】 

（ 函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区 ）  税関長 

 

２．輸入差止申立てに係る保護対象商品等表示等の内容 

※ 保護対象商品等表示

等の種類【公表】 

□ 不正競争防止法第２条第１項第１号に規定する商品等表示（需要者

の間に広く認識されているもの） 

□ 不正競争防止法第２条第１項第２号に規定する商品等表示（著名な

もの） 

□ 不正競争防止法第２条第１項第３号に規定する商品の形態 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 10 号に規定する技術的制限手段 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 11 号に規定する技術的制限手段 

※ 経済産業大臣申立時

意見書の発行年月日及

び番号【開示】 
 

※ 商品等表示等の内容

【公表】 
 

住所 
氏名（名称及び代表者の氏名） 
（電話番号） 

使用を許諾し又は許諾

されている者（申立人を除

く）【開示】 （許諾の範囲） 

 



税関様式Ｃ第 5842 号－２ 

３．輸入差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等 【公表】 

※ 品  名  

輸入統計品目番号（９桁）  

 
４．侵害物品と認める理由 【開示】 
※ 
 
 
 

 
５．識別ポイント 【開示の可否：□可、□否】 
※ 
 
 
 

 
６．輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間 【公表】 

※ 平成   年   月   日  から  平成   年   月   日  まで 

 
７．その他参考となるべき事項 
（１）侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項 【不開示】 

予想される輸入者 
 
 

住所 
氏名（氏名及び代表者の氏名） 
（電話番号） 

その他特定又は 
想定される事項 
 

輸出者 
仕出国 
その他 

（２）並行輸入に関する参考事項 

真正商品に係る外国における製

造販売者との関係 
【開示の可否：□可、□否】 

 

外国において製造されている 
真正商品の特徴（輸入価格（FOB
価格）を含む。） 
【開示の可否：□可、□否】 

 

外国における使用許諾関係等 
【開示の可否：□可、□否】 

 

その他の事項 
（使用許諾契約等の内容、製造

工場のリスト等） 
【不開示】 

 



税関様式Ｃ第 5842 号－３ 

（３）訴訟等での争い 【開示】 
  輸入差止申立てに係る保護対象商品等表示等の内容について争いがある 【□有、□無】 
  争いがある場合は、その争いの内容 

 

（４）その他の参考事項 【開示の可否：□可、□否】（適宜、参考資料等を添付する。） 

 

 
８．添付資料等 

※ □ 経済産業大臣申立時意見書 【開示】 

  □ 識別ポイントに係る資料 【開示の可否：□可、□否】 

  □ 裁判所の判決書、仮処分決定通知書の写し 【開示】 

  □ 弁護士等が作成した侵害すると認める物品に関する鑑定書 【開示】 

□ その他の資料 【開示の可否：□可、□否】 
   （営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれのある者に対して発した警告書等） 

□ 代理権に関する書類 【開示】 

□ 上記資料等の電磁的記録 

 
（注）１．※の付されている欄は必ず記載し、添付資料等も提出して下さい（経済産業大臣申立時意

見書には、当該意見書を申請した際の資料を添付してください）。 
２．この申立書はできる限り具体的かつ詳細に記載して下さい（記載事項が多い場合は別紙）。 
３．本申立書の各項目の内容は、輸入者等へ参考情報を提供する観点から、次により公表・開
示されます。 

 （１）【公表】項目 
原則として、税関ホームページ等で公表されます。 

 （２）【開示】項目 
    認定手続等において、侵害事実を確認するため、必要に応じ輸入者等に開示すること

があります。 
 （３）【開示の可否】項目 

申立人の意思により取り扱われますので、開示して差し支えない場合には｢可｣に、開
示することに支障のある場合には｢否｣に✔チェックをして下さい。 

４．｢輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間｣は、２年以内の期間を記載して
下さい。 

５．申立人欄には、住所及び氏名を記載の上、押印又は署名のいずれかを選択することができ
ます（法人においては、法人の住所及び名称並びにその代表者の氏名を記載の上、法人又は
代表者の押印若しくは代表者の署名のいずれかを選択）。 

６．本申立てが受理された後、申立ての内容に変更が生じた場合には、書面（任意の様式）に
より提出して下さい。 

税関記入欄  
（規格 A4） 



税関様式Ｃ第 5862 号 

（別紙３－４）

 

整理 No 輸 入 差 止 申 立 更 新 申 請 書 
（保護対象商品等表示等関係） 更－    － 

平成  年  月  日

   税関長 殿 
                     
                    ※ 申立人 【公表】 

                    住所  
                    氏名（名称及び代表者の氏名）     印 
                   （署名） 
                   （連絡先） 
                    担当者  

                      電話番号(FAX)番号 
 
平成  年  月  日付で行った輸入差止申立てについて、その更新を申請します。 

 

記 
 

※ 当初申立て年月日【公表】 平成  年 月 日 ※ 当初申立書整理Ｎｏ  

※ 認定手続を執る税関長【開

示】 
（函館、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、門司、長崎、沖縄地区）税関長

※ 輸入差止申立てが効力を有

する期間として希望する期間 
【公表】 

平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

※ 保護対象商品等表示等の

種類【公表】 

□ 不正競争防止法第２条第１項第１号に規定する商品等表示（需要者

の間に広く認識されているもの） 
□ 不正競争防止法第２条第１項第２号に規定する商品等表示（著名な

もの） 
□ 不正競争防止法第２条第 1 項第３号に規定する商品の形態 
□ 不正競争防止法第２条第１項第 10 号に規定する技術的制限手段 

□ 不正競争防止法第２条第１項第 11 号に規定する技術的制限手段 

※ 経済産業大臣申立時意見

書の発行年月日及び番号

【開示】 
 

※ 商品等表示等の内容 
【公表】 

 

保
護
対
象
商
品
等
表
示
等
の
内
容 

輸入差止申立て更新に係る物

品の追加情報 
【開示の可否：□可、□否】 

 

※ 委任関係の変更【開示】 □ 有    □ 無 

その他参考になるべき事項 
【開示の可否：□可、□否】 

 

 



税関様式Ｃ第 5862 号(裏面) 

 
 
（注）１．※の付されている欄は必ず記載し、添付資料等も提出して下さい（経済産業大臣申立時意見

書は必ず添付して下さい。）。 
２．本申立更新書の各項目の内容は、輸入者等へ参考情報を提供する観点から、次により公表・開
示されます。 

 （１）【公表】項目 
    原則として、税関ホームページ等において公表されます。 
 （２）【開示】項目 
    認定手続等において、侵害事実を確認するため、必要に応じ輸入者等に開示することがあ

ります。 
 （３）【開示の可否】項目 
    申立人の意思により取り扱われますので、開示して差し支えない場合には｢可｣に、開示す

ることに支障のある場合には｢否｣に✔チェックをして下さい。 
３．｢輸入差止申立て更新に係る物品の追加情報｣及び「その他参考となるべき事項」欄には、当初
申立書に記載した事柄以外の事柄があれば記載して下さい。 

４．「委任関係の変更」の欄では、申立人と代理人等の委任関係に変更があった場合には、「有」に
✔チェックをし、変更内容が分かる資料を添付して下さい。 

５．｢輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間｣は、２年以内の期間を記載して下さ
い。 
６．その他参考となる資料等があれば添付して下さい。 

７．申立人欄には、住所及び氏名を記載の上、押印又は署名のいずれかを選択することができます
（法人においては、法人の住所及び名称並びにその代表者の氏名を記載の上、法人又は代表者の
押印若しくは代表者の署名のいずれかを選択）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格 A4） 



（別紙３－５）

輸出（積戻し）差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5642） 記載要領 

 

 

「税関長」欄には、申立先税関長名を記載する。 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記載する。 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸出差止申立てに基づき認定手続を執るべき税関から

除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

「保護対象商品等表示等の種類」欄は、輸出差止申立てを行う者の保護対象商品等表示等

に該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

「商品等表示等の内容」欄には、不正競争防止法第２条第１項第１号又は第２号に規定す

る商品等表示にあっては、当該商品等表示の内容を、同項第３号に規定する商品の形態に

あっては、商品名、日本国内で最初に販売された日、商品の形態の内容を、同項第 10 号又

は第 11 号に規定する技術的制限手段にあっては、技術的制限手段の内容を記載する。 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸出差止申立て対象から除外する輸出者

等がある場合にあっては、これを記入する。 

「輸出差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄には、侵害すると認める物品

の品名を記載する。 

「輸出統計品目番号（９桁）」欄には、任意で HS 番号（９桁）を記載する。 

「輸出差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、２年以内の期間を記

載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から２年間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品及び真正商品

の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載する。 

「侵害すると認める物品の輸出に関する参考事項」欄には、輸出差止申立て時点において

これらの事実を把握している場合に記載する。 



（別紙３－６）

輸入差止申立書（保護対象商品等表示等関係）（Ｃ－5842） 記載要領 

 

 

「税関長」欄には、申立先税関長名を記載する。 

「申立人」欄には、申立人が外国人（外国法人）の場合は、その国籍も記載する。 

「認定手続を執る税関長」欄には、輸入差止申立てに基づき認定手続を執るべき税関から

除く税関がある場合には、当該税関名を二重線で消す。 

「保護対象商品等表示等の種類」欄は、輸入差止申立てを行う者の保護対象商品等表示等

に該当する箇所（□）にレチェックを付す。 

「商品等表示等の内容」欄には、不正競争防止法第２条第１項第１号又は第２号に規定す

る商品等表示にあっては、当該商品等表示の内容を、同項第３号に規定する商品の形態に

あっては、商品名、日本国内で最初に販売された日、商品の形態の内容を、同項第 10 号又

は第 11 号に規定する技術的制限手段にあっては、技術的制限手段の内容を記載する。 

「使用を許諾し又は許諾されている者」欄には、輸入差止申立て対象から除外する輸入者

等がある場合にあっては、これを記入する。 

「輸入差止申立てを行う侵害すると認める物品の品名等」欄には、侵害すると認める物品

の品名を記載する。 

「輸入統計品目番号（９桁）」欄には、任意で HS 番号（９桁）を記載する。 

「輸入差止申立てが効力を有する期間として希望する期間」欄には、２年以内の期間を記

載する。なお、特段支障がない場合には、「受理日から２年間」と記載することができる。 

「侵害物品と認める理由及び識別ポイント」欄には、侵害すると認める物品及び真正商品

の商品説明並びに識別ポイントを具体的、かつ、詳細に記載する。 

「侵害すると認める物品の輸入に関する参考事項」欄には、輸入差止申立て時点において

これらの事実を把握している場合に記載する。 

「参考事項」欄には、真正商品に係る外国における製造販売者との関係、外国において製

造されている真正商品の特徴（輸入価格（FOB 価格）を含む。）、外国における使用許諾関係、

その他の事項（使用許諾契約等がある場合には、その契約の内容、製造工場のリスト等）

について、できるだけ詳細に記載する。 

「税関記入欄」には、見本検査承認申請が見込まれるか否かについて確認した結果を税関

が記載する。 
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